
釧路総合振興局

１　背　景　等

２　連携・協力の効果（ねらい）

３　覚書の締結（平成３０年３月１日）

４　今後の検討（取組の拡大）

（１）覚書の特徴

・ 教員を目指す学生等と連携した防災教育の取組みについて締結。（道では初めて）

・ 振興局（道）のノウハウを活用し、継続的な学生の養成が可能となる。

（２）覚書の協力内容及び平成３０年度の取組（予定）

○ 釧路校の卒業生の約７割が教員になっ

ており、そのうち、約８割が、道東の沿

岸部をはじめとする道内の学校で勤務し

ている。

◎ 持続可能な社会を実現する上で、防災は

切り離すことができない領域であり、教員を

目指す学生に防災教育の充実を図りたい。

・教員として、子供達の防災意識を高めること。

・発災時に子供達の命を守るための的確な行動をとること。

・学校が避難所となった場合に、その管理運営に積極的に関わること。

協力内容

（２）双方の資源を活用した防災教育

（３）ボランティア活動支援・連携

平成３０年度の取組（予定）

・振興局で実施するイベント等への学生の参加（時期：H31.1月）

・大学の学校祭での防災ブースの設置（時期：H30.10月）

・大学のホームページと北海道の防災情報をリンク など

（１）学生・教職員に対する防災教育 ・Ｄｏはぐマスター認定講座の開講（H31.1月）

・北海道地域防災マスター認定講座の開講（H30.8月）

・教員免許状更新講習への講師の派遣（H30.12月） など

・道ボランティアセンター等で実施するボランティア活動に関する

情報提供 など

管内の高等教育機関（釧路工業高等専門学校、釧路短期大学、釧路公立大学）との防災教育

に関する覚書の締結へと拡大を検討する。

北海道教育大学釧路校との

防災教育の普及・啓発に関する覚書の締結について

釧路総合振興局

○ 地震・津波に際しては、自助・共助が

重要であることから、地域住民に対し、

避難所運営ゲーム北海道版（Ｄｏはぐ）

の普及などに取り組んでいる。

◎ 東日本大震災の経験から、教職員が果

たした役割が重要であったなどを踏まえ、

教職員や若い世代に、防災教育の充実を

図りたい。

北海道教育大学釧路校

地域において

持続的に

防災力が向上

資料４




